
栗原地域関係人口拡大プロモーション業務 企画提案募集要領 

 

高齢化・少子化などに伴い、働きがいや生きがいを持って住み続けられる地域づくりが

課題の一つとなっている。一方、近年、若い世代を中心に、従来の都市志向から地方志向

が広がっている。 

このような状況を踏まえ、地域の持続的な活性化を推進するため、若年層（概ね 20～

30 代）を中心とした人の集まる仕組みの構築を見据え、主に若年層の関わりにより、地

域課題解決をテーマとしたワークショップ、イベント、体験プログラムなどを実施するこ

とにより地域の関係人口の拡大を図る。 

 

１ 委託事業名 

  栗原地域関係人口拡大プロモーション業務 

 

２ 事業内容 

  栗原地域関係人口拡大プロモーション業務委託仕様書（以下「仕様書」という）のとお

り。 

 

３ 委託期間 

  委託契約締結の日から令和７年３月１４日（金）まで 

 

４ 事業費（委託上限額） 

  １,４９６,０００円（消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）の額を含む。） 

 

５ 応募資格 

  以下の（１）から（７）までに掲げる要件の全てを満たすものとする。 

（１） 宮城県内に本社、支社、営業所又はこれに類する事業拠点を有し、栗原地域の関係 

   人口拡大プロモーションに取り組むことができる法人又は団体等で、本業務の実施 

について、県の要求に応じて即時に来庁し、対応できる体制を整えていること。 

なお、共同体の場合は、構成員間における協定書等において、事故が起きた場合等

の責任の所在が明確になっていること。 

（２） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４（一般競争入札の参 

加資格）の規定に該当しないこと。 

（３） 宮城県税及び消費税等を滞納していないこと。 

（４） 宮城県の物品調達等に係る競争入札の参加資格制限要領（令和２年４月１日施行） 

の別表各号に掲げる資格制限の要件に該当しないこと。 

（５） 宮城県入札契約暴力団等排除要綱（平成２０年１１月１日施行）の別表各号に規定 

する措置要件に該当しないこと。 

（６） 政治団体（政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第３条に規定するもの） 

に該当しないこと。 

（７） 宗教団体（宗教法人（昭和２６年法律第１２６号）第２条の規定によるもの）に該 

当しないこと。 



６ スケジュール 

  募集開始から契約締結、業務着手から完了に至るまでの予定は下表のとおりである。 

企画提案の募集開始 令和 6年 5月 28日（火） 

質問受付 令和 6年 5月 28日（火）から 

令和 6年 6月 10日（月）まで 

質問への回答 令和 6年 6月 14日（金）までに回答 

企画提案書の提出期限 令和 6年 6月 20日（木） 

企画提案書のプレゼンテーション審査 令和 6年 6月 26日（水）※予定 

審査結果の通知 令和 6年 7月上旬 ※予定 

契約の締結及び業務開始 令和 6年 7月中旬 ※予定 

委託契約終了 令和 7年 3月 14日（金） 

 

７ 応募に係る提出書類 

  提出部数は各１部とするが、（２）企画提案書のみ５部提出すること。 

（１） 栗原地域関係人口拡大プロモーション業務委託応募提出書（様式第１号） 

（２） 企画提案書（様式第２号） 

（３） 業務経費見積書（任意様式） 

（４） 企画提案応募条件に係る宣誓書（様式第３号） 

（５） その他添付書類 

イ 定款等（法人格を有しない場合は、運営規則等）の写し 

ロ 法人にあっては、法人の登記事項証明書（３ヶ月以内に取得したもの） 

ハ 役員名簿 

二 事業者（連携する事業者も含む）の組織体制や業務の内容を表するもの（概要、パ 

ンフレット等） 

ホ 本業務受託時の執行体制図 

へ 直近１年の事業年度の事業報告書、収支決算書、貸借対照表、損益計算書 

ト その他、県が必要と認める書類（指示した場合のみ提出） 

 

８ 応募方法 

（１） 提出場所 

〒987-2251 

栗原市築館藤木５－１ 宮城県栗原合同庁舎 

宮城県北部地方振興事務所栗原地域事務所地方振興部商工・振興班 

（電話：0228(22)2195、ファクシミリ：0228(22)6284） 

（２） 提出期間 

令和６年５月２８日（火）から令和６年６月２０日（木）午後５時まで 

（３） 提出方法 

持参又は郵送 

※郵送の場合は書留郵便により令和６年６月２０日（木）午後５時必着とする。 

（４）募集に関する質問の受付及び回答 

本事業に関する質問は、質問書（様式第４号）により受け付ける。口頭及び電話によ



る質問については応じない。 

  イ 質問受付期間 

令和６年５月２８日（火）から令和６年６月１０日（月）午後５時まで 

  ロ 提出方法 

    電子メールとし、件名を「栗原地域関係人口拡大プロモーション業務 企画提案に

関する質問」とすること。 

  ハ 提出先 

    宮城県北部地方振興事務所栗原地域事務所地方振興部 

    nh-khsinbk@pref.miyagi.lg.jp 

  ニ 質問への回答 

    令和６年６月１４日（金）午後５時までに、宮城県北部地方振興事務所栗原地域事

務所地方振興部のホームページへ随時掲載する。ただし、質問又は回答の内容が特定

の質問者の具体的な提案事項に密接に関わる場合は、当該質問者のみに電子メール

で回答する。また、質問の内容によっては回答しないことがある。 

 

９ 委託先の選考方法 

（１） 審査方法 

栗原地域関係人口拡大プロモーション業務委託事業者選考委員会（以下、選考委員

会という）において、プレゼンテーション審査（令和６年６月２６日予定）を行い、応

募各者に説明を求めた上で、提出書類を審査する。 

（２） 審査内容 

審査は、下記の評価項目、評価基準により１００点満点で行うものとし、各項目の

配点は以下のとおりとする。 

イ 業務実施体制    ３０点 

（イ）業務執行能力があるか （１０点） 

（ロ）業務実施体制を確立しているか （１０点） 

（ハ）事業実施のスケジュールは適切か （１０点） 

ロ 企画提案内容    ６０点 

（イ）仕様に沿った内容となっているか （１０点） 

（ロ）企業及び栗原地域の課題の解決につながる成果が期待できるか （１０点） 

（ハ）事業目標は定められているか （１０点） 

（ニ）事業後の継続性、発展性が期待できるか （２０点） 

（ホ）本事業の取組を訴求対象に効果的に周知するための提案がなされているか 

（１０点） 

ハ 業務経費      １０点 

・提案内容に応じた事業規模の所要額が適正に見積もられているか （１０点） 

（３） 委託候補者の選定方法 

イ 評価項目ごとに採点した点数を合計の上、評価合計点が６０点以上の企画提案者

の評価合計点を比較し、最も合計点が高い企画提案者から順に順位付けする。   

なお、評価合計点が同点の場合であっても、総合的な優劣を判断し、順位付けを行

うこととする。 



ロ 上記イの順位を合計し、その合計が最小であった企画提案者を委託候補者として

選定する。ただし、順位の合計点が同点の企画提案者が複数ある場合は、提出した見

積書の金額が最も少額である者を委託候補者として選定する。また、合計点及び見積

書の金額が同じとなった場合は、選考委員会において総合的な優劣を協議し、委託候

補者を選定する。 

ハ 企画提案者が１者の場合であっても審査を行い、６０点以上の評価が過半数に達

した場合は、業務委託候補者として選定する。また、業務委託候補者として選定され

ない場合は、再度、企画提案者を募集するものとする。 

 応募者が多数となった場合は、書面により審査を行う場合がある。なお、プレゼン

テーション審査を含め企画提案に係る経費は応募者の負担とする。 

（４）選定結果の通知 

選定結果は、応募者全員に文書により通知する（令和６年７月上旬予定）。 

（５） 契約予定者の選定の取消 

    次の場合は、契約予定者の選定を取り消し、選定結果が次点の者を契約予定者とす 

る。 

  イ 契約予定者が辞退した場合。 

  ロ 入札参加登録簿に登録されている契約予定者が、委託契約を締結するまでの間に

登録を抹消された、又は入札参加資格制限を受けた場合。 

 

１０ 失格事由 

次のいずれかに該当する場合は、応募者を失格とする。 

（１）参加資格を満たさなくなった場合又は参加資格を満たさないことが判明した場合 

（２）応募書類や提案内容に虚偽があることが判明した場合 

（３）提出された企画提案書等に記載されている文字の判読が困難である場合、又は文意が 

不明である場合。 

（４）本募集要項等の規定に従っていない場合。 

（５）９に示す面接に参加しなかった場合。 

（６）同一の応募者が２つ以上の企画提案書を提出した場合。 

（７）企画提案に関する手続きの公正な執行を妨げた場合。 

（８）民法（明治２９年法律第８９号）第９０条（公序良俗違反）、第９３条（心裡留保）、 

第９４条（虚偽表示）又は第９５条（錯誤）に該当する提案を行った場合。 

 

１１ その他留意事項等 

（１）企画提案に参加する事業者が企画提案を公正に執行することが困難であると認める 

ときは、県は本公募型プロポーザル方式による本事業の実施を延期又は取りやめるこ 

とがある。 

（２）採用された団体については、協議の上、宮城県財務規則等の規定に基づき委託契約を 

締結する。 

（３）本業務の実施に関して、業務委託候補者の企画提案の内容をそのまま実施することを 

約束するものではなく、県と業務委託候補者間で協議の上、決定する。また、県との間 

で本業務の委託契約が成立した場合、具体的な業務内容や進め方等については、逐次県 



と協議することとする。 

（４）委託候補者は、契約保証金として契約額の１００分の１０以上の額を契約締結前に納

付すること。ただし、財務規則第９８条各号に該当する場合には、契約保証金の全部又

は一部の納付を免除することがある。 

（５）審査結果及び採択事業者名を県のホームページで公表する。 

（６）提出された書類は、事業実施団体の選定以外に原則として使用しない。 

（７）提出された書類は、選定事務等必要な範囲で複製を作成することがある。 

（８）提出された応募書等の書類は返却しない。 

（９）提出期限後の提出書類の再提出及び差替えは原則として認めない。 

(１０) 企画提案の提出後、内容について説明を求めることがある。 

（１１）企画提案に要する費用は、全て応募者の負担とする。 

（１２）応募受付後に辞退する場合は、その旨を書面にて提出すること（様式第５号）。 

（１３）提出された企画提案書等は、情報公開条例（平成１１年宮城県条例第１０号）その   

   他の法令の規定に基づき、開示する場合がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（別表１）宮城県入札契約暴力団等排除要綱 

 

注）使用人が、登録業者のために行った行為は、登録業者の行為とみなす。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

措  置  要  件 

１ 登録業者の役員等（法人の場合は、非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業

所の代表者、その他の団体の場合は、法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理

事等、個人の場合は、その者並びに支配人及び営業所の代表者をいう。以下同じ。）が

暴力団員である場合、又は暴力団員が経営に事実上参加していると認められるとき。 

２ 登録業者又はその役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第

三者に損害を加える目的をもって、暴力団、暴力団員若しくは暴力団関係者（以下「暴

力団等」という。）の威力を利用するなどしていたと認められるとき。 

３ 登録業者又はその役員等が、暴力団等又は暴力団等が経営若しくは運営に関与して

いると認められる法人等に対して、資金等を提供し、又は便宜を供与するなど積極的に

暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 

４ 登録業者又はその役員等が、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有している

と認められるとき。 

５ 登録業者又はその役員等が、暴力団等であることを知りながら、これと取引したり、

又は不当に利用していると認められるとき。 


